
指摘事項
（平成23年12月15日総合科学技術会議決定）

対応状況 論点

(１)本事業は、長期に及ぶプロジェクトである
ことから、国際競争の観点にたって、プロジェ
クト全体としての目標を明確にしつつ、柔軟に
計画の見直しを行っていくことが必要である。
個別要素技術に関しては、光インターポーザ大
口径ウェハプロセス、LSIインターフェース設
計、シリコンフォトニクスインターポーザ、光
エレクトロニクス実装システムの低消費電力
化・小型化について定量的な目標が設定されて
おり、その見直しを行うことが計画に織り込ま
れているが、それら個別要素技術を統合して実
現する、製品イメージを基にした最終目標とそ
の中間目標に関しては、現段階では示されてい
ない。
　このため、製品イメージに基づく最終目標を
設定するとともに、中間目標(マイルストーン)
についても定量化できるものにしておく必要が
ある。

●平成２４年５月１１日に「超低消費電力型光エ
レクトロニクス実装システム技術開発」の実施計
画を定め、この中で想定する製品イメージを基に
技術開発の詳細と最終目標を定めた。

●具体的には、サーバ内に搭載する光電子集積イ
ンターポーザの開発を最終目標と設定しつつ、光
電子変換チップを用いたアクティブオプティカル
ケーブルの開発を当初目標、サーバに搭載する光
ケーブル付ＬＳＩ基板の開発を中間目標とした。

①実施計画において、製品化イメージに基づく中間目標、最終目標が示
されるとともに、技術開発の詳細な内容が定められていると認められる
のではないか。
　
②本事業の目標については、当初の計画において、以下のものが定め
られている。
・従来比1/10の低消費電力化・高速化する技術を確立
・従来面積比で約1/100以下の小型化・高密度配線化を実現
　これらの定量目標と、今回示された製品開発に係る目標との関係、あ
るいは製品開発において求められる性能目標を、より明確にする必要が
あるのではないか。

③製品開発に係る目標間の相互の関係や、個別要素技術の開発目標と
の関係、また、その実現に向けた工程を、より明確にする必要があるの
ではないか。
　

(２) 成熟した電子回路のプリント基板にこの
新技術が導入されるためには、光導入による低
消費電力化や高速化などのメリットを生かすシ
ステムのアーキテクチャを設計し、その設計に
基づいて関連技術の目標を設定することが重要
である。現段階では、光源技術や素子実装技術
などの具体的目標が示されていないので、それ
らを明確にする必要がある。

●小型光電子変換チップについて、既存の化合物
光源や光導波路、電子ドライバ回路やミラーを、
シリコンを材料としたシリフォト基板上へ実装す
るためのアーキテクチャ設計と要素部品開発を平
成２５年度中に完成させることを目標としてい
る。

●次に平成２６年度までに開発した要素部品の実
装技術を確立することで小型光電子変換チップの
１次試作を完了する予定としている。

●その間、大学で推進されている革新的光源技術
等の実用化の目処がたった場合、当該チップへの
適応可能性を模索する。

①小型光電子変換チップに係る光源技術や素子実装技術などの関連技
術の開発目標については、示されていると認められるのではないか。
　
②システムのアーキテクチャの設計は、小型光電子変換チップだけでな
く、LSI基盤やインターポーザも含めたシステムに対して必要ではないか。

③システムを構成する上で必要となる光源技術や素子実装技術などの
要素技術について、開発目標時期のみならず、求められる性能目標を示
す必要があるのではないか。

１．光エレクトロニ
クス実装システム全
体の目標及びマイル
ストーンの明確化と
計画の柔軟な見直し
について

「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」に係る
総合科学技術会議の事前評価における指摘事項への対応状況及び論点

資料３

1



(３) 開発した技術が実用化されるためには、
コストの低減も重要であるが、現段階では具体
的な目標は示されていない。このため、コスト
についての目標を明示していく必要がある。

●本プロジェクトで開発する技術が実用化するた
めにはコストパフォーマンスの向上が重要である
のは御指摘のとおりであり、具体的な目標やビジ
ネスモデルを検討する観点から、日本知財仲裁セ
ンターの事業適合性判定や外部コンサルタントと
のビジネスモデルの検討に着手したところ。

①検討に着手したとのことであるが、すでに研究開発が進められている
中で、早急に結論を得る必要があるのではないか。

②結論を得る時期及びそれに至るまでの取組内容を明確にする必要が
あるのではないか。

③結論が出るまでに、既に進められている開発においても、コスト低減を
考慮するための何らかの措置が必要ではないか。

(４) 設定した目標や達成時期については、国
際的な技術開発の進展状況との比較を基に必要
な見直しを行いつつ、プロジェクトを推進する
必要がある。

●上記実施計画において、平成２６年、２９年に
外部有識者による中間評価を実施することとして
おり、国際的な状況等を踏まえつつ必要な見直し
を行っていく。

①諸外国における研究開発の動向を把握し、中間評価に反映させ、目標
や研究開発の内容、推進体制等の見直しにつなげる取組がなされてい
ると認められるのではないか。

②目標性能や目標時期、コストなどの比較検証が行われることが必要で
はないか。そのための具体的な方策を明確にする必要があるのではな
いか。

(５) プロジェクト途中での評価結果に基づく
目標・運営体制等の見直しについての具体的な
手順は現段階で示されていない。
　このため、経済産業省内の責任体制と併せ
て、評価体制と評価方法、評価結果を計画の見
直し等につなげる手順等についても全体の事業
計画の中で明確に位置付けるとともに、技術研
究組合等の構成メンバーとなる研究開発実施主
体を募集する際の公募要領等にも明示する必要
がある。

●別添の公募要領において、本事業の評価指針を
示した（７．参照）。また、実施計画において、
中間評価の時期や最終目標（１．（３）参照）、
経済産業省内の責任課（３．（１）参照）や、実
施計画の改定基準等についても明記した（３．
（２）参照）。

①中間評価の実施方針について、実施計画や公募要領で示すなどの対
応が図られていると認められるのではないか。

②評価手法、評価の観点、評価項目・評価基準、評価過程等の評価方
法を明確に示す必要がある。（「経済産業省技術評価指針」に基づいて
行われることも含め。）

③本事業はNEDOによる委託事業であるが、実施推進体制に関して経済
産業省とNEDOとの役割や責任を明確にする必要があるのではないか。

(６) 光エレクトロニクス実装システムについ
て、これまでにない新しいシステムとして、社
会に実装していくためには、光と電気の融合が
鍵となる。
　従って、光技術の関係者だけでなく、LSI、
コンピュータのハードウエア・ソフトウエア、
コンピュータアーキテクチャー、ネットワーク
など異分野の研究者、技術者が一体となって課
題を解決できる体制を構築することが重要であ
る。併せて、主要な適用先であるデータセン
ター開発の実施主体とも密接な連携を取りなが
ら、効率よくプロジェクトを進める体制を構築
することも必要である。
　このため、研究開発実施主体が応募する際の
要件に含める等により、これらの研究開発の実
施体制を構築することが必要である。

●別添の実施計画において、様々な技術階層の融
合を必要とする具体的な研究開発テーマを明示し
た上で、当該研究開発テーマを推進する企業等を
公募し、外部有識者による第三者委員会により審
査を行った。

●審査の結果、光技術、LSI、ハードウェア、ソフ
トウェア、アーキテクチャ、ネットワークの製品
開発を専門とする企業を組合員企業とした技術研
究組合を選定し、実際に幅広い専門性を有する研
究者が一堂に会して研究活動を行っている。

①異分野の研究者や技術者が参画した体制が構築されていると認めら
れるのではないか。こうした体制の下で、研究者や技術者による十分な
連携が図られることが必要ではないか。

②一方で、主要な適用先であるデータセンター開発の実施主体との連携
方策については示されておらず、これを明確にする必要があるのではな
いか。

２．プロジェクトの
効果的・効率的な推
進体制及び実施体制
の構築について
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(７) 最終的なメインターゲットとしては、省
電力化と高速化、小型化による効果が非常に大
きいと考えられるサーバとスパコンを、CPUや
メモリのLSIチップのI/O部分の消費電力を1/10
にすることにより、サーバにおいては現行比
で、約３割程度の省電力化を実現することを目
標としている。この目標達成に向けて、電子回
路だけで実現する競合技術や海外プロジェクト
の動向を踏まえ、光技術の導入による高機能化
を、電子回路とコストパフォーマンスで勝負で
きるような形で、実用化していく必要がある。

●従来の電子回路分野や光エレクトロニクス分野
に係る国際学会への参加、特許調査、競合他社製
品の内部解析やコスト試算を行うことで、電子回
路のみによる既存技術の性能の進展を経時的にベ
ンチマークするとともに、本技術開発の成果を競
争力のある製品へと結びつけるための情報を収集
している。

●また、本プロジェクトで開発する技術が実用化
するためにはコストパフォーマンスの向上が重要
であるのは御指摘のとおりであり、具体的な目標
やビジネスモデルを検討する観点から、日本知財
仲裁センターの事業適合性判定や外部コンサルタ
ントとのビジネスモデルの検討に着手したとこ
ろ。

①諸外国における研究開発の動向を把握していると認められるが、これ
までの情報収集の結果を踏まえた対応の必要性は無いか。
目標性能や目標時期、コストなどの比較検証が行われることが必要であ
り、そのための具体的な手法を明確にしておく必要があるのではないか。

②コスト目標やビジネスモデルの検討に着手していると認められるが、す
でに研究開発が進められている中で、早急に結論を得る必要があるので
はないか。結論を得る時期及びそれに至るまでの取組内容を明確にする
必要があるのではないか。

③実用化の目標時期や、そのための競争力ある製品開発の戦略につい
て、早期に明らかにしていく必要があるのではないか。

(８) 本技術の本質的な競争力を担保するため
に、海外企業が簡単に真似ることができない技
術要素やノウハウを適切な形で閉じ込めるブ
ラックボックス化と、開発技術や製品を企業が
利用し易い形で提供するオープン化を戦略的に
融合させて推進することが必要である。

●本技術開発では、光電子変換チップにおいて、
要素部品の配置に関しては意匠化、チップの外側
の構造、インターフェースの配置や速度性能は国
際標準化、光と電気の内部接続は特許化、製造装
置を独自開発することで装置と製造プロセスはブ
ラックボックス化する、といったオープン・ブ
ラックボックス戦略を打ち立てている。

①「オープン・ブラックボックス戦略」を打ち立てているとしているが、計画
の中に位置付けられる等、オーソライズされたものか。

②要素部品の配置やインタフェースなどはオープン化し、製造プロセスは
ブラックボックス化とする戦略は、どのような基本的考え方に基づくもの
か。開発者の競争力を確保しつつ、開発者以外を呼び込んで活用させ広
めていく、といった観点も踏まえ、今後、実施主体において十分な検証が
必要ではないか。

(９) 世界市場で優位に立つためには、低消費
電力と低価格で製品を提供することにとどまる
のではなく、単純な価格競争に陥らないように
製品の付加価値を高めるなど戦略的な対応を検
討する必要がある。

●本技術開発において開発する光電子変換チップ
を製品に搭載することで、低消費電力性能に加え
て小型化や高速動作性能を製品に付加できる。こ
の観点を考慮しつつ技術開発を推進している。

①競争力確保のための付加価値化の観点からの開発が進められている
と認められるのではないか。

②低消費電力化、低価格化、高速化、小型化以外の想定される付加価
値の要素を踏まえた戦略も考えられるのではないか。例えば、競争力の
要素として、使いやすさや耐久性、安定性、信頼性なども考えられるので
はないか。

(10) 長期的な市場戦略という観点に立てば、
データセンターの海外立地が進む可能性もある
ことから、本施策の目標が達成される2021年に
おけるデータセンターの国内外の立地動向につ
いての展望を持ちながら研究開発を推進するこ
とが重要である。

●本技術開発成果の搭載を目標としているサーバ
を、ワールドワイドに展開することは、日本のみ
ならず世界全体の省エネルギーの推進を通じて社
会的課題の解決に資する。このような観点から、
データセンターの立地動向と共にデータセンター
内のサーバーの技術的仕様や要求スペック等の把
握に努める。

①データセンターの立地動向とともにデータセンター内のサーバーの技
術的仕様や要求スペック等について、今後、具体的に、誰が、いつ、どの
ような方法で把握するのかを明確にした上で、着実に取組を行う必要が
あるのではないか。

３．研究開発成果を
産業化、社会実装に
結びつけるための出
口戦略について
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(11) 知的財産権を技術研究組合等で一括管理
する方向は適切であるが、価値ある知的財産を
生み出し、かつそれらを有効に活用する、知的
財産の具体的な管理運営指針づくりについて、
技術研究組合等に参加する企業などが十分協
議・調整しておくことが必要である。

●現在、技術研究組合を構成する組合員企業間に
おいて、スムーズな連携を計り、本技術開発及び
事業化を効果的に推進するための知財規程を策定
中である。

●また、日本知財仲裁センターの事業適合性判定
を受けるなど、知財の価値を如何に高めていくか
についても検討していく。

①知財規程の策定や、知財の価値を高めるための取組が進められてい
ると認められるのではないか。

②参加する企業の間で、十分な連携や円滑な意思調整が図られるもの
となっているか。

③知財規程の策定の時期、想定される具体の内容を明確にする必要が
あるのではないか。

(12) 本プロジェクトで技術開発する成果を世
界へ展開していくために、経済産業省は、諸外
国での同種の研究開発プロジェクトの現状を分
析し、今後の研究開発の進展状況を踏まえ、国
際標準化に向けてオープンに連携すべきところ
とブラックボックスとして競争すべきところを
組み合わせて、戦略的に推進することが必要で
ある。

●事業戦略と一体となった国際標準化を進めると
ともに、諸外国に先んじて国際標準を獲得するた
め、光産業技術の標準化推進団体を研究実施体制
に組み込むことで戦略的かつ迅速な国際標準提案
や獲得を目指す。

①国際標準化の推進について、実施計画に定められ、実施体制につい
ても配慮がなされていると認められるのではないか。

②今後の我が国の国際標準化のモデルケースとなるものでもあり、適切
に進める必要がある。何を対象として、どのような規格をターゲットとし、
どのように国際標準化を進めるのかを明確にする必要があるのではない
か。

③国際標準化の対象の設定について、今後、実施主体において、その
妥当性の十分な検証が必要ではないか。

４．知的財産権及び
国際標準への戦略的
対応について
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